
１　開催日時

２　開催場所

３　出席委員 教育長　　　　　　　　仙石　浩之

教育長職務代理者　　　鈴木　亜紀子

委　　員　　　　　　　水野　　豊

委　　員　　　　　　　渡邊　加余子

委　　員　　　　　　　伊藤　芳博

あらかじめ出席要請した管理職員

補　職　名 氏　　　名 出欠

副教育長兼教育委員会事務局長 東山　学史 出

教育委員会事務局教育次長（指導担当）兼教育推進
課長兼教育相談室長兼教育支援センター室長

矢野　隆彦 出

教育指導監 高橋　光弘 出

教育総務課長兼文化財保護センター所長 大山　克則 出

教育研究所長 前田　栄治 出

教育推進課主幹 丹羽　紀一 出

食育推進課長兼食育センター場長兼養正小学校近接
校対応調理場長兼昭和小学校近接校対応調理場長

渡辺　康之 欠

説明のため出席した者

教育推進課　課長代理

食育推進課　課長代理

　 会議を早退した者

次の案件を除き、公開

報第31号 学校運営協議会の補欠委員の任命の報告について

付議番号 案　　　件　　　名 所管課 結果

議第48号
教育長に対する事務委任規則の一部を改正するにつ
いて

教育総務課 原案可決

議第49号
多治見市高等学校等入学準備資金給付規則及び多治
見市奨学資金の給費規則の一部を改正するについて

教育総務課 原案可決

議第50号
多治見市子どもの習慣向上推進委員会設置要綱を廃
止するについて

教育研究所 原案可決

報第30号
多治見市いじめ問題調査委員会設置要綱を制定する
について

教育推進課 原案承認

報第31号 学校運営協議会の補欠委員の任命の報告について 教育推進課 報告

令和７年 第13回 多治見市教育委員会会議録
（要点筆記）

令和７年11月27日(木)　午後２時　開議

多治見市役所駅北庁舎　４階第３会議室

４　教育委員会事務局・その他の機関の長等出欠表

南谷　美和

水野　隆司

なし

５　会議の公開、非公開

６　会議の傍聴人　　なし

７　付議案件

　本会議の公開又は非公開の決定
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教育長

事務局

教育長

委　員

教育長

教育長

教育総務課長 〈資料により説明〉

教育長

委　員

教育長

教育長

教育総務課長 〈資料により説明〉

教育長

委　員

教育長

教育長

教育研究所長 〈資料により説明〉

鈴木委員

教育研究所長

鈴木委員

教育研究所長 お見込みのとおり。

教育長

教育研究所長

教育長

委　員

教育長

教育長

教育推進課長 〈資料により説明〉

教育長

委　員

教育長

原案のとおり可決することとする。

日程第４「多治見市子どもの習慣向上推進委員会設置要綱を廃止するについて」、事
務局に説明を求める。

委員会を設置していることのメリット、委員会を廃止することのメリットは何か。

原案のとおり可決することとしてよいか。

異議なし。

原案のとおり可決することとする。

日程第５「多治見市いじめ問題調査委員会設置要綱を制定するについて」、事務局に
説明を求める。

委員会を廃止しても、事業は継続するので習慣向上推進の目的は果たせる。

初期の頃は、多治見市は例えば体力が全国平均より下回っていたりという状況で、習
慣向上推進のため試行錯誤しており、専門的な見地をいただくため委員会が必要で
あった。しかし、現在は現場でノウハウがすでにあり、最近数年の委員会では、間
違った方向で運用されていないか確認するという内容になってきた。そこで、委員か
らすでにこの委員会の役割を果たしたという声があがり、今回廃止するものである。
会議案に「今後は新しい取組を生み出すのでなく」とあるが、これからも問題意識は
持って、変えるべきところは変えるという取り組みは続けていく。今の現状を維持し
ていくという意味ではなく、委員会が担っていた試行錯誤は現場に預けると読み取っ
ていただきたい。

委員会を設置して、一同に会さなくても、効果は同じという理解でいいか。

全国体力テスト等もあるので、結果を踏まえて分析等実施して状況を見て判断してい
く。

異議なし。

異議なし。

「報第31号」を非公開と決定する。

　議　　事

日程第２「教育長に対する事務委任規則の一部を改正するについて」、事務局に説明
を求める。

原案のとおり可決することとしてよいか。

異議なし。

原案のとおり可決することとする。

日程第３「多治見市高等学校等入学準備資金給付規則及び多治見市奨学資金の給費規
則の一部を改正するについて」、事務局に説明を求める。

原案のとおり可決することとしてよいか。

本件につき、承認することとしてよいか。

異議なし。

本件につき、承認することとする。

「報第31号」を非公開と決定することに、ご異議ないか。

これより教育委員会11月定例会を開催する。日程第１「本会議の公開又は非公開の決
定について」、事務局に説明を求める。

「報第31号　学校運営協議会の補欠委員の任命の報告について」は、個人情報を取り
扱うため、非公開が適当だと考える。
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教育長

《非公開》

閉　会 　　午後２時25分

令和7年12月25日 　多治見市教育委員会事務局　教育総務課

　令和７年第13回多治見市教育委員会会議の顛末をここに記し、会議録を作成した。

日程第６「学校運営協議会の補欠委員の任命の報告について」、事務局に説明を求め
る。

3


